
第一八六回 

閣第二〇号 

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案 

 （防衛省設置法の一部改正） 

第一条 防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第七条」の下に「・第七条の二」を加える。 

  第六条中「十五万千六百四十一人」を「十五万千六十三人」に、「四万五千五百五十

人」を「四万五千五百十七人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千九十七人」に、

「千百五十九人」を「千二百二十七人」に、「三百五十九人並びに」を「三百六十一

人、」に、「千九百九人」を「千九百七人並びに内部部局に所属する陸上自衛官、海上

自衛官及び航空自衛官四十人」に、「二十四万七千七百四十六人」を「二十四万七千二

百十二人」に改める。 

  第三章第一節中第七条の次に次の一条を加える。 

  （防衛審議官） 

 第七条の二 防衛省に、防衛審議官一人を置く。 

 ２ 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総

括整理する。 

  第十条第一項中「、部員」を「及び部員を置き、自衛官」に、「置く」を「置くこと

ができる」に改める。 

  第十一条を次のように改める。 

 第十一条 削除 

  第十九条の二第四項中「事務次官」を 

「 事務次官  

 防衛審議官 」 

 に改める。 

  第二十二条第六号中「部隊等」の下に「（第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び

陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航

空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。）」を加える。 

第二条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。 

  第六条中「十五万千六十三人」を「十五万千二十三人」に、「四万五千五百十七人」

を「四万五千四百九十四人」に、「四万七千九十七人」を「四万七千七十三人」に、

「千二百二十七人」を「千二百五十三人」に、「三百六十一人」を「三百六十七人」に、

「千九百七人」を「千九百十人」に、「二十四万七千二百十二人」を「二十四万七千百

六十人」に改める。 

 （自衛隊法の一部改正） 

第三条 自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）の一部を次のように改正する。 



  第二条第一項中「事務次官」の下に「及び防衛審議官」を加える。 

  第二十条第二項中「航空救難団」の下に「、航空戦術教導団」を加える。 

  第二十五条第一項中「若しくは」を「の学校、政令で定める」に改める。 

  第三十条の二第一項第六号中「事務次官」の下に「、防衛審議官」を加える。 

  第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千百七十五人」に改める。 

  別表第三航空開発実験集団の項中「狭山市」を「東京都」に改める。 

 （防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正） 

第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の一部

を次のように改正する。 

  第四条第一項中「事務次官」の下に「、防衛審議官」を加える。 

  第二十七条の二第二号を次のように改める。 

  二 若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの 

   イ 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、

又は勤務官署の移転により退職した者 

   ロ 国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定（同条第一項第一号に

係るものに限る。）を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職

した者 

  第二十八条の二第四項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「により」の下に「、

又は勤務官署の移転により」を加え、同項第三号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第四条の規定（防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定を除

く。）及び次項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で

定める日 

 二 第二条の規定 平成二十七年三月三十一日までの間において政令で定める日 

 三 第三条中自衛隊法第三十条の二第一項第六号の改正規定 この法律の施行の日又は

国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第▼▼▼号）の施行の日の

いずれか遅い日 

 （経過措置） 

２ 前項第一号に定める日前に第四条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関す

る法律第二十七条の二第二号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金

の支給については、なお従前の例による。 



     理 由 

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、内部部局の職員に自衛官

を加えるための規定の整備、防衛審議官の新設、航空自衛隊の航空総隊の改編、早期退職

募集制度に対応するための若年定年退職者給付金の支給に係る規定の整備等を行う必要が

ある。これが、この法律案を提出する理由である。 


